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宮代町内に空き家を所有（管理）している方へ 

令和６年７月１日から 

宮代町の空家対策が強化されます 

空き家の管理不足に対する町の指導を放置した場合、 

税金の増額や、法律・条例にもとづく悪影響除去のための行政代執行などが行われます 

 

▼近年、空き家が社会問題化しています。そのため、宮代町は新たに空き家対策のための条例

（宮代町管理不全空家等の適正管理に関する条例）を制定しました。令和５年１２月に改正され

た空家特措法（空家等対策の推進に関する特別措置法）と合わせて、空家問題に対する町の

関与が強化されます。 

 

 

 

 

 

 

 

空き家対策の概要 ― 不適切管理への対応 強化されるポイント ― 

● 管理が不適切で、周辺に悪影響が心配される、あるいは現に悪影響が生じている空き家は、

その状態に応じて、管理不全空家、特定空家のいずれかに町が認定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き家の適切な管理をお願いします 

● 町の条例は７月１日から実施され、町の空き家対策が強化されます。ご自身が所有・管理して

いる空き家が原因で、周辺への迷惑や悪影響が起きないよう、適切

に管理してください。 

● 空き家の管理や処分などで困ったら、専門家（司法書士・弁護士な

ど）に相談を！関係団体の相談窓口（裏面参照）もご利用ください。 

 

宮代町でも空き家の問題でお困りの方が増えています 

 
“隣の空き家の木の枝が敷地の外にまで伸びてきて困っている” 

“空き家の痛みが進んできて、崩れてこないか心配” 

“不審者の侵入や放火、不法投棄が心配” 

町の指導が放置され改善が進まないケースが多くなっています 
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放置すれば特定空家等に
なる恐れのあるもの 

劣化・破損が著しく倒壊
の恐れがあるもの 

勧告を受けると、固定
資産税・都市計画税の
軽減措置が受けられな
くなります（税金が上
がります） 

認定されると町の緊急安全
措置等の対象になります 
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